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今後の例会（卓話）予定

12／14 会員卓話 田村順二会員

12／21 クリスマス家族会（夜間）

12／28 定款休会

　2022ー2023年度テーマ

クラブテーマ 「　前　　進　」
	 	 クラブ会長 伊 石 佳 高

	総会員数	 休　会	 出席免除	 出　席	 欠　席	 出席率	 修　正　出　席　率
出　席　報　告

来　訪　者　紹　介

	 47 名	 2 名	 7 名	 32 名	 9 名	 100％	

前回（11/30　1719 回例会）の記録

◆ゲスト 2名 損害保険ジャパン㈱　東京支店　課長　湯澤　玲 様
  三澤啓子 様
◆ビジター 0名

R.I. 会長 ジェニファー・ジョーンズ　　　地区ガバナー 嶋　村　文　男

会長挨拶＜伊石会長＞
・本日の卓話は浜中会員のご紹介で損保ジャパ
ン㈱東京東支店より三澤支社長代理様、湯
澤課長様にお越し頂きました。「地震保険の
重要性」との事でお話頂きます。近頃、大小に
関わらず地震が多発しております。南海トラフ
地震も30年以内に70〜80％の確率で起こる
と言われている中、非常に興味深いお話かと

思います。楽しみにしております。
・また、先日文化の日に海内会員が栄えある旭
日中綬章を受賞されました。そのお祝いとして
先日皆様より浄財をご寄付頂き、またクラブの
慶弔規定に則りお花及び祝電を送らせて頂き
ました。詳細に於いて長沼会員よりご説明さ
せて頂きます。

・長沼会員宜しくお願い致します。

※2023年2月第１例会まで、新型感染症対策ガイドラインに則り、全員出席扱いとさせて頂きます。

年間100％出席	 上 原 洋 一 君　37回　・　上 野 雅 宏 君　29回

８日（69才）宮崎守弘君 ・ 10日（69才）後上　清君12月お誕生日祝	 21日（69才）浜中　清君 ・ 24日（53才）江連雅孝君



ニコニコボックス
＜伊石会長、立野幹事＞
・「地震保険の重要性」湯澤 玲様よろしく
お願い致します。

＜藤掛、古谷、浜中、本間、岩戸、伊藤、松丸、
松本、宮崎、長沼、中橋、中村、関原、髙橋、
内田、上原、渡辺、山尾＞
・「地震保険の重要性」湯澤 玲様よろしく
お願い致します。

＜土師、片岡、佐藤＞
・東北復興支援継続を！
＜江連＞
・結婚記念日に花束を戴きまして誠に有難
うございました。

委員会報告
＜親睦・出席委員会　吉沼委員長＞
・本日よりクリスマス会の出欠を取っており
ます。親睦出席委員会一同、楽しい会とす
るべく準備を進めております。皆様、奮っ
てご参加下さい。

＜職業奉仕委員会　藤掛委員長＞
・ガバナー月信12月号掲載　シリーズ「奉仕の理念」コラム
　本年度の地区運営方針である「奉仕の理
念」を再認識について、ガバナー月信に８月
より連載を続けてきました。今回は最終回と
してロータリーの人生哲学「奉仕の理念」を

次の世代、ローターアクター、インタアクター
などロータリーファミリーは勿論、ロータリー
以外の若い世代にも繋いで行こうというテー
マで書きました。拙い文章ですが、８月から
の５回シリーズをお読みいただき、奉仕の理
念について再認識する機会としていただけ
ればと思います。

＜ゴルフ部　宮崎部長＞
・来週８日ゴルフ部忘年会を18時半より開催
致します。会費１万円となっております。
ゴルフ部以外の方も奮ってご参加下さい。

幹事報告＜立野幹事＞
①各クラブから例会変更の案内が来ており
ます。事務局にてご確認よろしくお願い
致します。

②各委員会委員長は上半期事業報告書の提
出を12月14日までにお願い致します。



卓　　話

「地震保険の重要性」

　損保ジャパン　東京支店課長　　
湯　澤　　玲		様

＜今週担当　佐藤　学＞

地震保険をもっと知る

・地震保険の加入率（個人・企業）

　＊おさらい：火災保険とは別、セットで契約する形

・浅草で大地震が発生する確率（首都圏直下型）

・地震保険は 2種類

　（１）個人（家庭）用：地震保険　

　　　　＊お受け取りは、定額（4段階のみ）

　（２）事業（会社）用：地震特約　

　　　　＊お受け取りは、実損害額

・上手な地震特約のかけかた

　（１）確実に保険金を受け取りたい方向け

　（２）いざというときに、大きな保険金を受け取りたい方向け

・自社物件にかけない地震補償！？

　　＊自社には損害が無かったが、仕入れ先や販売先が地震の

　　　被害に遭った場合にお受け取りいただける保険もある。




